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（報告第１８号）

専決処分事項の報告について

（損害賠償の額を定めることについて）

（地 域 政 策 課）

１ 専決処分した理由

令和３年１月３１日中央市民センターの職員が、倉庫に荷物を搬入す

るため、中央市民センターの駐車場内で公用車を後退した際、右後方に

駐車してあった軽貨物自動車と接触し、同車に損傷を与えた。

この事故による損害賠償について示談解決を図るため、その損害賠償

額の決定について、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分

したものである。

２ 専決処分の内容

損害賠償額 ５０，０００円

　

　

３ 専決処分年月日

令和３年４月１５日

４ 根拠法令

(1) 地方自治法

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長におい

て、これを専決処分にすることができる。

② 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長

は、これを議会に報告しなければならない。

(2) 市長の専決処分事項

第４号 １件５０万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を

決定すること。

５ 参照法令

－ 1 －



民法

第７１５条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業

の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした

とき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この

限りでない。

－ 2 －



（議案第４３号）

廿日市市税条例等の一部を改正する条例

（税 制 収 納 課）

１ 提案の要旨

地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、次のとおり市民税等に

関する規定を改正しようとするものである。

(1) 個人の市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎とな

る扶養親族について、年齢１６歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

ることとし、年齢３０歳以上７０歳未満の非居住者であって次のいず

れにも該当しないものを除外する。

ア 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

イ 障害者

ウ その納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるため

の支払を３８万円以上受けている者

(2) 個人の市民税の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費

控除の特例について、適用期限を５年間延長し、令和９年度までとす

る。

(3) その他必要な規定の整理を行う。

２ 施行期日

公布の日。ただし、１の(2)の改正規定については令和４年１月１日、

１の(1)の改正規定については令和６年１月１日

３ 根拠法令

地方税法

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率そ

の他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなけ

ればならない。

－ 3 －





（議案第４４号）

廿日市市手数料条例及び廿日市市個人情報保護条例の一部を

改正する条例

総 務 課

市 民 課

１ 提案の要旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部が改正され、地方公共団体情報システム機構が個人番号カー

ドの発行に係る事務に関し、手数料を徴収することができることとなっ

たことなどに伴い、次のとおり関係条例の規定の整理を行おうとするも

のである。

２ 施行期日

令和３年９月 1 日

３ 根拠法令

地方自治法

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条

第２項の事務に関し、条例を制定することができる。

第２２７条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定

の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項について

は、条例でこれを定めなければならない。（以下略）

条 例 名 内 容

(1) 廿日市市手数料条例 個人番号カードの再交付に係る手

数料に関する規定を削除する。

(2) 廿日市市個人情報保護条例 引用条項等を整理する。

－ 5 －





（議案第４６号）

工事請負契約の締結について

（契 約 課）

１ 提案の要旨

廿日市市宮内１５１８番地において施工する宮内小学校屋内運動場長

寿命化改修工事の請負契約を締結しようとするものである。

２ 請負契約の内容

(1) 工事内容 建築工事 一式

電気設備工事 一式

(2) 請負金額 １８７，３０８，０００円

(3) 請 負 者 広島市佐伯区海老山町５番１６号

株式会社 新枝建設

代表取締役 新 枝 博 文

(4) 工 期 議決の日の翌日から

令和４年２月２２日まで

３ 根拠法令

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１

億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。

－ 7 －





宮内小学校

宮内小学校 位置図

施工箇所

－ 7-2 －



運動場

▲

門 門

▲市　道

プール

便所

更衣室

普通教室棟 普通教室棟

普通教室棟

特別教室棟

管理特別教室棟

屋内運動場

工事対象建物を示す

　便所

  倉庫

0m 50m

宮内小学校屋内運動場長寿命化改修工事

配　置　図

Ｎ

－ 7-3 －



宮内小学校屋内運動場長寿命化改修工事

改修前　１階平面図

改修後　１階平面図
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宮内小学校屋内運動場長寿命化改修工事

改修後　東側立面図

改修前　東側立面図
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（議案第４７号）

廿日市市総合計画基本計画の策定について

（経 営 政 策 課）

１ 提案の要旨

市政を総合的かつ計画的に運営するためのまちづくりの指針である総

合計画において、基本構想の実現に向け、後期基本計画の施策方針を策

定しようとするものである。

２ 施策方針の内容

基本構想に掲げる方向性に基づいた重点施策を具現化するための方針

を示すものである。

３ 根拠法令

廿日市市総合計画の策定手続に関する条例

第４条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想及び基本計画

（施策方針に限る。）の策定又は変更（軽微な変更を除く。）をする

ときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第２項の規

定に基づき、議会の議決を経なければならない。

－ 9 －





（議案第４８号）

財産の取得について

（交 通 政 策 室）

１ 提案の要旨

おおのハートバスの運行に使用する車両を買い入れようとするもので

ある。

２ 取得する財産

品 名 小型ノンステップバス

数 量 １台

３ 取得価格 ２３，９１１，６９０円

４ 相 手 方 廿日市市串戸一丁目２番１１号

有限会社 廿日市モータース

代表取締役 上 野 寿 幸

５ 根拠法令

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付

さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円

以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、

１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不

動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

－ 11 －





（議案第４９号）

財産の取得について

（消 防 本 部）

１ 提案の要旨

消防団大野分団及び宮島分団に配備する車両を買い入れようとするも

のである。

２ 取得する財産

品 名 小型動力ポンプ付積載車

数 量 ２台

３ 取得価格 ２３，７３８，０００円

４ 相 手 方 広島市南区宇品神田五丁目２３番２０号

株式会社 クマヒラセキュリティ

代表取締役 今 中 英 治

５ 根拠法令

議案第４８号説明書に同じ。

－ 13 －





（議案第５０号）

財産の取得について

（消 防 本 部）

１ 提案の要旨

廿日市消防署に配備する車両を買い入れようとするものである。

２ 取得する財産

品 名 救助工作車

数 量 １台

３ 取得価格 １４６，８５０，０００円

４ 相 手 方 広島市中区舟入南三丁目１３番３号

株式会社 三葉ポンプ

代表取締役 筒 井 敏 之

５ 根拠法令

議案第４８号説明書に同じ。

－ 15 －





（議案第５１号）

財産の取得について

（消 防 本 部）

１ 提案の要旨

廿日市消防署西分署及び佐伯消防署に配備する車両を買い入れようと

するものである。

２ 取得する財産

品 名 高規格救急自動車

数 量 ２台

３ 取得価格 ４１，３０５，０００円

４ 相 手 方 廿日市市桜尾本町１４番４号

株式会社 タケウチ自動車

代表取締役 竹 内 利 雄

５ 根拠法令

議案第４８号説明書に同じ。

－ 17 －





（議案第５２号）

財産の取得について

（消 防 本 部）

１ 提案の要旨

廿日市消防署西分署及び佐伯消防署に配備する高規格救急自動車に積

載する高度救命処置用資機材を買い入れようとするものである。

２ 取得する財産

品 名 高度救命処置用資機材

数 量 ２組

３ 取得価格 ３２，９５６，０００円

４ 相 手 方 広島市中区上幟町１１番３号

日本船舶薬品株式会社広島営業所

所長 神 崎 健 吾

５ 根拠法令

議案第４８号説明書に同じ。

－ 19 －





（議案第５３号）

廿日市市教育委員会委員の任命の同意について

（人 事 課）

１ 提案の要旨

(1) 岡本美紀子委員は、令和３年６月２５日をもって任期が満了するの

で、その後任委員を任命しようとするものである。

(2) 後任委員

岡 本 美紀子（再任）

(3) 現在の委員は、次のとおりである。

山 川 肖 美

松 本 良 子

岡 本 美紀子

片 嶋 学

大 島 久 典

２ 根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条

② 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高

潔で、教育、学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見

を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、

任命する。

－ 21 －


